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大阪狭山市子育て世帯訪問支援事業に係る訪問支援業務 仕様書 

 

１ 件名 

  大阪狭山市子育て世帯訪問支援事業に係る訪問支援業務（育児・養育支援） 

 

２ 目的 

  家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦等がいる家庭の居宅を、訪問支援

員（以下「支援員」という。）が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て

等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを

目的とする。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 履行場所 

  利用者の居宅又は支援を必要とする場所（原則大阪狭山市内） 

 

５ 対象世帯 

大阪狭山市（以下「市」という。）に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

① 妊婦又は生後１年未満の乳児がいる世帯で、育児や家事支援が必要と認められる世帯 

② 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる１８歳未満の子ども（以下

「児童」という。）のいる世帯又はそれに該当するおそれのある世帯 

 ③ 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある世帯等、保護者の養育を支援することが特に

必要と認められる児童のいる世帯又はそれに該当するおそれのある世帯 

 ④ その他、特に支援が必要であると認められる世帯 

 

６ 事業実施日・時間等 

⑴ 実施日 

月曜日から金曜日（ただし、祝日及び１２月２９日から翌年１月３日までの日は除く） 

⑵ 実施時間 

午前８時から午後７時までの間の２時間以内で、１時間を単位に１世帯あたり原則１日１回とし、 

１月当たり２０時間を限度とする。（支援時間３０分以下は切り捨てとし、３１分以上は１時間に切り

上げる。） 
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７ 委託業務の内容 

⑴ 業務内容について 

・支援員の派遣に関すること 

・支援の提供及び支援の利用回数の管理に関すること 

・委託事業に関する書類の作成及び提出に関すること 

・上記に掲げるもののほか、支援の実施に必要な業務に関すること 

⑵ 支援の内容について 

 支援員を対象世帯の居宅等に派遣し、次の各号に掲げる内容を実施する。 

 ① 育児・養育支援（育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等）  

以下は、必要に応じて実施 

 ② 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談、助言等（保健師等による対応が必要な専門的な内容 

は除く。） 

 ③ 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供 

 ④ 対象世帯や対象世帯の児童の状況・養育環境の把握及び市への報告 

 ⑤ その他、大阪狭山市長（以下「市長」という。）が必要と認めたもの 

（支援の内容例） 

実施可 実施不可 

●授乳のサポート 

●調乳（哺乳瓶の洗浄、消毒、片付け） 

●子どもの食事の介助（きょうだい含む） 

●オムツ交換 

●着替え 

●沐浴・入浴の補助、片付け、湯上りの受け取り 

●宿題の見守り 

●通院、市役所等の手続きの同行 

●保育所等の送迎（徒歩・公共交通機関） 

●ベビー布団の用意、片付け、干す 

●兄姉の遊び相手（居宅内のみ） 

●保護者の受診の際に、子どもと一緒に同行 

●乳児を風呂に入れる 

●保護者なしで、子どもを預かる 

●保護者なしで、子どもを連れての外出、受診

等 

●支援員の車に同乗、利用者の車に同乗 

●ベビーベッドの組立て 

 

⑶ 支援の提供を行わない場合について 

 次に掲げる場合は、支援は行わない。 

 ①保護者が不在のとき 

 ②利用者世帯の中で、感染症にり患もしくはそのおそれのある者がいるとき 

 

８ 履行上の条件等 

⑴ 基本事項 

 ①大阪狭山市子育て世帯訪問支援事業実施規則及び関係法令を遵守すること 

 ②個人情報を取り扱う重要性を十分に認識し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第 
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５７号）を遵守すること 

 ③本業務に関わるものは、従事中に知り得た利用者の個人情報について、漏えいまたは盗用してはな

らず、その職を退いた後も同様とすること 

 ④本業務の実施にあたり、人権を侵害することのないよう留意すること 

 ⑤本業務に係る傷害保険・賠償責任保険等に加入し、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと 

⑵ 実施体制 

 ①支援員について 

  派遣する支援員の要件は次のとおりとする。また、派遣する支援員の名簿にあわせて支援員ごとに

大阪狭山市子育て世帯訪問支援事業訪問支援員研修受講報告書、個人情報保護に関する誓約書及び大

阪狭山市子育て世帯訪問支援事業実施規則第５条の欠格事由に関する確認書を市へ提出するものと

する。 

 ア 市長が指定する研修を修了した者（一部別の研修で代替できると市長が判断した者を除く。） 

  イ 次の欠格事由のいずれにも該当しない者 

  Ａ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

 Ｂ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処

罰並びに児童の保護等に関する法律（平成１１年法律第５２号）及び児童福祉法施行令（昭和

２３年政令第７４号）第３５条の５各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

  Ｃ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規定する児童虐待又は

児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等虐待を行った者 

 ②支援員は常に市が発行する訪問支援員証を携行し、利用者の家庭訪問時に必ず提示することとする。 

 ③支援員は地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供のため、子育て支援関係機関及び地域

における子育て支援活動等との連携を図るよう努めること。 

 ④支援員は、健康管理に細心の注意を払い、支援を行う前に体調チェック等を行うこととする。 

⑶ 事故発生時の対応 

 受託者は支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市に口頭連絡及び書面にて報告を行うと

ともに、必要な措置を講じることとする。 

⑷ トラブルの対応 

 受託者は支援の提供により生じた苦情・トラブルについての対応は、受託者側で責任をもって行い、

その内容については市に口頭連絡及び書面にて報告を行うこととする。 

⑸ 利用者との日時の調整等 

 受託者と利用者にて日時を決定するものとする。また、日時の変更やキャンセル等についても、利用 

者からの連絡をもって行うこととする。 

⑹ 利用者との支援内容の調整 

 受託者と利用者にて支援の実施前に支援内容について調整し、支援内容を決定するものとする。 

⑺ 人員の確保 
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 受託者は、派遣予定の支援員が疾病等により支援が困難な場合は、代替の支援員を派遣することに

努めることとする。 

⑻ 関係書類の保存 

 受託者は、業務に関する書類を整備し、業務完了後５年間保存しなければならない。 

 

９ 委託料 

  次に掲げる基準に基づき、委託料を算出し、履行月の翌月１０日（土・日・祝日の場合は翌開庁日） 

までに、１か月分を取りまとめ、必要な書類の提出により市に請求するものとする。 

区分 

負担区分 

生活保護世帯 

市町村民税非課税世帯 

措置世帯 

その他世帯 

１回あたり 交通費分 1,000円 1,000円 

運営に必要な事務費・管理費分 1,000円 1,000円 

１時間あたり 

（支援時間） 

午後６時まで 2,400円 2,200円 

午後６時～午後７時 3,000円 2,750円 

キャンセル料（１回あたり） 1,000円 800円 

※１時間未満の端数がある場合は、３０分以下は切り捨てとし、３１分以上は１時間に切り上げる。

また、支援時間は、支援員が利用者宅到着から退去までの間の実質支援時間とする。 

※キャンセル料は、利用日の前日（土日、祝日、年末年始を除く。）午後５時までに連絡がなく、キャ

ンセルした場合の１回あたりの金額とする。 

 

１０ 利用者負担額の徴収 

  本事業の利用に係る負担額は次のとおりとする。ただし、同行外出時に公共交通機関を利用した場 

合の支援員の交通費（実費）等、利用者負担とすることが適当であると、利用者と合意した費用につ 

いては、利用者から徴収できるものとする。また、利用者からの徴収方法は、受託者と利用者で事前 

に書面で取り決めることとし、徴収にあたっては、受託者名義の領収書を発行する。 

区分 

負担区分 

生活保護世帯 

市町村民税非課税世帯 

措置世帯 

その他世帯 

１時間あたり 

（支援時間） 

午後６時まで 0円 200円 

午後６時～午後７時 0円 250円 

キャンセル料（１回あたり） 0円 200円 
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１１ 実施報告等 

⑴ 定期報告 

 受託者は月１回程度、利用者の利用状況や様子、支援内容等を書面にて報告すること。なお、報告様

式については任意様式とする。 

⑵ 随時報告 

 受託者は、育児・養育環境の悪化などにより、他の支援の必要性が認められる場合や、報告が必要と

される事案が発生した場合に随時報告を行うこと。なお、報告様式については任意様式とする。 

 例 ・事故やケガや災害が発生したとき 

   ・危険性を感じたケースやトラブルが発生したとき 

   ・利用者との間でトラブルが発生したとき 

   ・児童や家庭の状況に心配される事象があったとき 

 

１２ その他 

本事業の実施に当たり、この仕様書に定めのない事項については、市と協議して、その内容を定め

ることとする。 

 


